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学校だより「強い子」 第２号 

 

☺通常授業が始まって３週間目になりました☺ 

 ６月１５日に通常授業が始まってから３週間目に入っています。これまで長くつづいた休業で、

すっかりとリズムがくるっていた子どもたちも多数いたかと思いますが、ちょこちょこと体調不良

はあるもののおおむね子どもたちは元気いっぱいで暑さにも負けず、ほんとうによく頑張ったと思

います。ようやく軌道にのった頃が、ホッとして心身の不調を招きやすい時ですので、食事と睡眠

をしっかりととり、悩みは早めに誰かにきいてもらって解決をはかり、たくましく日々をすごして

ほしいです。 

☺７月は、さまざまな活動を元に戻していきます☺ 

 熱中症に気をつけながらの感染予防は引き続き過度に緩むことなく取り組む必要があります。 

 換気、密を避ける、消毒、マスクの着用、手洗い、対面で話し合う場面ではフェイスシールドの

着用等、しっかりと習慣づける必要があります。しかし、感染予防だけに神経をとがらせるのでは

なく、７月は、「感染予防対策をおこなってもなお感染リスクが高い」とされている教育活動も、

徐々に再開していく必要があります。体育のゲーム的な内容、音楽の歌唱・鍵盤ハーモニカやリコ

ーダーの演奏、委員会活動やクラブ活動、家庭科の被服実習や調理実習等です。 

 ９月末の運動会（日程と内容は職員会議を経ての近日中のお伝えとなります）、１０月２２日・２

３日の５年生「林間学校」、１０月２９日・３０日の６年生「修学旅行」など、大きな学校行事も、 

なんとか実施までたどり着けるように努力を続けていきます。 

 そのような段階だからこそ、これまで以上に、児童・教員 

ともに一人一人の健康管理と健康状態の把握が大切になって 

きます。 

 毎日の検温と健康観察表の持参、マスクの着用を引き続き 

お願いします。 

 発熱・咳等のかぜ症状がみられる場合は、これまで同様に、 

教室で授業を受けることはできません。校長判断での出席停止 

をご相談させていただきます。ご多忙の中、対応をお願いしな 

ければならない場面もあろうかと思いますが、ご理解・ご協力 

ください。 

☺こんな時だからこそ☺ 

 先生は遅れている授業を取り戻そうと頑張っています。子どもたちは遅れている勉強を取り戻そ

うと頑張っています。保護者のみなさんはコロナで影響を受けたお仕事のさまざまを頑張っておら

れることでしょう。みんなで頑張らざるを得ない状況なのですが、頑張りすぎてパンクしてしまわ

ないようにしないと。 

 こんな時だからこそ、のんびりとたわいのない話をしたり、好きなことに熱中したり、動物と触

れあったり---、心がほんのり温かくなれることを意識してやってみませんか。（どうでもいい情報で

すが---）私は、この週末、好きな音楽を聴きながらかたまりの肉をじゅーっと焼きました。美味し

かったです。料理好きなのでいやされました。鏡をみたら表情がやさしくなっているかな---。 



☺7月・８月の行事予定について☺ 

☆すでにお伝えしていますが---- 

 ７月から毎週水曜日に、２年生から６年生で６時間（６コマ） 

の授業をおこないます。これまで５時間（５コマ）だったもの 

を授業時数確保のために増やします。水曜日は２年生から６年 

生で休み時間をやや短くし、下校時刻は１４時４０分です。 

※１年生は変更ありません。 

 

☆詳細は追ってプリントを配布しますが--- 

 ７月２７日（月）から３１日（金）の５日間、１４時４０分 

から１７時の時間帯で期末懇談会をおこないます。 

 

☆終業式・始業式は給食があります--- 

・終業式＝８月７日  ４限まで授業 給食後、５限に終業式 

・始業式＝８月２５日 １限に始業式 ４限まで授業 

           給食後、清掃・下校 

 

☆夏休みの「プール開放」 

---体育のプールの授業そのものを中止している状況ですので、 

 今年度はおこないません。 

 

☆毎年の夏休みに地域の方に講師をお願いして実施している 

「わくわく」講座は、夏休みそのものが短縮となって期間が 

 とれず、残念ながら、今年度は中止です。 

 

☆さらに地域関係でうかがっていることでは--- 

・夏休みのラジオ体操は、今年度は中止ときいています。 

・姫嶋神社夏祭りは、今年度は中止ときいています。 

・ふれあい納涼大会（８月２２日・２３日＝盆踊り）の実施は 

検討中とのことです。 

 

 

 

 

 

  「強い子」がたくさん育ちますように 

《事務室からのお知らせ》 

●就学援助の早期２区分で認

定の方は、5 月分児童費及び

新１年生のみ入学準備補助金

が7月1日に支給されます。

また、6 月より児童費の振替

はありませんが、就学援助の

支給対象でないPTA会費と、

支給が行事実施後となる積立

金については、振替を行いま

す。 

 

●就学援助一般区分申請され

た方の認否結果は、８月末頃

に郵送されます。また、８月分

の振替の際には、PTA会費及

び積立金のみを徴収します。

保護者負担軽減の観点から、

児童費は認否結果が出るまで

徴収を猶予します。 


